
令和８年６月
労働基準監督署
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１ 押さえておくべき労務管理について

２ 助成金・支援機関

３ その他
働きやすい
職場環境を目指して

労働基準局
広報キャラクター たしかめたん 2



１ 押さえておくべき労務管理について

【必ず明示・書面の交付等により明示】
① 労働契約の期間（有期ならその期間）
② 有期労働契約を更新する場合の基準
（有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限、
無期転換申込機会、無期転換後の労働条件を含む。）
③ 就業場所・従事する業務の内容
（就業の場所・業務の変更の範囲を含む。）
④ 始業・終業時刻、休憩、休日、所定時間を超える
労働の有無、休暇、交替制勤務を採用していれば交
替勤務に関する事項

⑤ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支
払いの時期、昇給に関する事項

⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）

【定めをした場合に明示】
⑦ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手
当の決定、計算・支払の方法・支払の時期に関する事
項

⑧ 臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金に関す
る事項

⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関
する事項
⑩ 安全及び衛生に関する事項
⑪ 職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑬ 表彰、制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項

※朱書きした事項は令和６年４月１日から追加されたもの。

労働者を雇い入れる際には、賃金その他労働条件に関することを書面により明示し
ましょう（労働者が希望した場合には、メール等により明示することも可能です）。
明示すべき内容は以下のとおりです。

労働条件の明示について
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１ 押さえておくべき労務管理について
労働時間の考え方について

・ 労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。

・ 労働者を必ずしも現実に活動させていなくとも、使用者の指揮命令下に
ある時間であれば労働時間に当たります。

・ 労働時間か否かは個別判断ですが、労働時間の考え方そのものは、
業種によって異なるものではありません。

労働時間の記録について

・労働安全衛生法第66条の8の3では、「月80時間を超える時間外労働等の長
時間労働が認められる労働者に対する面接指導を実施するため、厚生労働省
令で定める方法により、管理監督者などを含む全ての労働者の労働時間の状
況を把握しなければならない」とされています。
→厚生労働省令で定める方法とは、労働安全衛生規則第52条の7の3で「タ
イムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時
間の記録 等の客観的な方法その他適切な方法とする」とされています。 リーフレットは

👈こちら 4



いわゆる「手待時間」
使用者の指示があった場合には即時に業務に従事するこ

とを求められており、労働から離れることが保障されてい
ない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」）は、
労働時間に当たります。

移動時間
直行直帰や、移動時間については、移動中に業務の指示

を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も
受けないなど、自由な利用が保障されているような場合に
は、労働時間に当たりません。

着替え、作業準備等の時間
使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備
行為（着用を義務付けられた所定の服装への着替え等）や業務終
了後の業務に関連した後始末（清掃等）を事業場内において
行う時間は、労働時間に当たります。
（労働時間となる例）①作業開始前の朝礼の時間

②作業開始前の準備体操の時間
③現場作業終了後の掃除時間 など

安全教育などの時間
参加することが業務上義務付けられている研修や教育訓練

を受講する時間は、労働時間に当たります。
（労働時間となる例）①教育の時間、②ミーティングの時間 など

問題になりやすいケース

リーフレットはこちら👉

１ 押さえておくべき労務管理について
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１ 押さえておくべき労務管理について
36協定の締結

時間外労働及び休日労働とは
労働基準法第32条では、
「休憩時間を除いて、1週間40時間、１日８時間を超えて労働させては
ならない（特例対象事業場は１週間44時間まで）」

と定められ、労働基準法第35条では、
「休日は毎週に1回与えること（一部例外あり）」

とされています。

ただし、労働基準法第36条では、
「労働者の過半数代表者と協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届
出を行えば、法律の範囲内で時間外労働及び休日労働を行わせること
ができる」

とされています。

→これがいわゆる「36（サブロク）協定」といわれるものです。

特例対象事業場とは、事業場に所属する労働者10名未満の飲食業や小売業などが該当します。
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 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となる。

 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合（特別条項）でも、以下の規制がかかる。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月（回）が限度
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、２〜６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内

１ 押さえておくべき労務管理について
36協定の限度時間

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内 ※

・月100時間未満 ※ ※ 休日労働含む

１年間＝12か月

年間６か月まで時間外労働のイメージ
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１ 押さえておくべき労務管理について
36協定の記載例（様式9号）
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１ 押さえておくべき労務管理について
36協定の記載例（様式9号の2）
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１ 押さえておくべき労務管理について
休日について

労働基準法第35条では、
「毎週少なくとも１回の休日を与えること（就業規則に定めれば、４週間を通じ
て４回の休日を与えることも可能）」

とされています。
ここでいう休日とは、暦日（0時から24時まで）を指しています。

休憩について

労働基準法第34条では、
「労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には
少なくとも１時間の休憩を与えること」

とされています。
休憩時間となっていても窓口や電話対応を行う必要が場合は、手待ち時間とみなさ

れ、休憩を与えたことにならないケースもあるため、対応にご注意ください。
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１ 押さえておくべき労務管理について
長時間労働者への対応について

①月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者
かつ面接指導を申し出た者
②月100時間超の時間外・休日労働を行った者（一部の労働者に限る。次ページ参照）
③事業場で定めた基準に該当する者

右図は労災補償に係る脳・心臓疾患（以下、「過労
死等」という）の労災認定基準の考え方の基礎となっ
た医学的検討結果からの考え方で、1か月45時間を超え、
時間外・休日労働時間数が長くなるほど過労死等のリ
スクが高くなるとされています。
特に、店舗等における店長やマネージャーなどの店

舗等を管理する側の労働時間が長くなる傾向にありま
す。

1か月の時間外・休日労働時間数
＝1か月の総労働時間数－（計算期間1か月の総歴日数/7）×40

（要注意）一般的な時間外・休日労働時間の計算方法と異なります。
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１ 押さえておくべき労務管理について
長時間労働者への対応について

・労働者の労働時間の状況の把握
・事業場内における面接指導の実施のための基準・方法の整備
・対象者の申出書等の作成、申出窓口の設定等の申出手続を行うた
めの体制整備
・対象者が申出を行った場合に不利益を取り扱わないようにするた
めの対策整備
・上記事項を労働者に対し、周知すること。

①対象者に対する労働時間の通知
②長時間労働者に係る情報の医師（産業医）への
提供
③対象者から面接指導の申し出の確認
④申し出がなされた場合、医師（産業医）による
面接指導の調整・実施
⑤医師からの意見聴取結果に基づく記録の保存及
び事後措置の検討

👆リーフレットはこちら 12



１ 押さえておくべき労務管理について
割増賃金について

労働基準法第37条では、
「時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせたときは法律の定める率以上の割増
賃金を支払うこと」

とされています。
①時間外労働（１日８時間、週40時間（特例措置対象事業場は原則44時間）を超

え
る労働）︓通常の賃金の２割５分以上（月60時間を超える時間外労働は５割以
上）
②深夜労働（午後10時〜午前５時）︓２割５分以上
③休日労働（週１回の休日）︓３割５分以上
割増賃金の計算について

月給の例
基本給ା職務手当などの基準内賃金

１か月の平均所定労働時間 ×1.25×時間外労働時間数

※ 月によって所定労働時間が異なる場合は、１年間における月平均労働時間数
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１ 押さえておくべき労務管理について
年次有給休暇について

労働基準法第39条では、
「雇入れの日から6カ月継続勤務し、全所定労働日の８割以上出勤した労
働者に対して、最低10日を与える必要がある」

とされています。
年次有給休暇は、付与基準日から２年間取得することができます。
10日以上付与される場合は、年５日の年次有給休暇を取得させる必要がありま

す。
●原則的な付与日数 ●短時間労働者の付与日数
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１ 押さえておくべき労務管理について
「シフト制」における注意点について

シフト制でトラブル防止の観点から事業場で事前に
定めておくことが望ましい事項

リーフレットは
こちら👉

・シフトの通知期限 例：毎月〇日
・シフトの通知方法 例：メールで通知
・シフト作成時に事前に労働者に意見を聞くこと

作成

・いったん確定したシフトの労働日、労働時間を
シフト開始前に変更する場合の期限や手続
・シフト開始後に確定していた労働日、労働時間
をキャンセルし、変更する場合の期限や手続

変更

作成・変更のルールに加えて、労働者の希望に応
じて以下の内容を定める方法も考えられます。
・一定期間中に労働日が設定される最大の日数、
時間数、時間帯など
例：毎週月・水・金から勤務する日をシフトで指定

・一定期間中の目安となる労働日数、労働時間数
例：１か月○日程度勤務

・一定期間中において最低限労働日数、時間数な
ど
例：１か月○日以上勤務

設定

【シフト制労働契約のチェックリスト（参考）】
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１ 押さえておくべき労務管理について
スポットワークの労務管理について

最近利用者が多くなってきている「スポットワーク」に関する注意点
※「スポットワーク」とは、短時間・単発で働く契約のことです

リーフレットは
こちら👇
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１ 押さえておくべき労務管理について
最低賃金について

最低賃金は、年齢・性別・雇用形態を問わず全て
の労働者に適用されるものです。

佐賀県の最低賃金は、令和7年11月21日から

1,030円
です（昨年から74円改定）。

最低賃金には以下の手当は算入できません。
①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
（賞与など）
③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
（固定残業代も）
④精皆勤手当・通勤手当・家族手当
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２ 助成金・支援機関
助成金について リーフレットはこちら👉
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２ 助成金・支援機関
助成金について

リーフレットはこちら👇
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厚生労働省の委託事業で中小企業・小規模事業場等に対
して、労働時間その他の課題に対して支援を行う事業
派遣される専門家は、労務のプロフェッショナルである
社会保険労務士

働き方改革推進支援センターとは

無料
専門家の派遣は、最大３回まで可能

費用など

労働問題に対する対応方法
労働時間の削減を含む働き方改革等の相談や改善提案
各種助成金に対する手続き方法の提案
パワーハラスメントやカスタマーハラスメントなどの社
員に対する教育

など、労働に関することであれば対応可能

相談できる内容

２ 助成金・支援機関

佐賀働き方改革推進支援センター
のページへ 20



「アルバイトの労働条件を確かめよう︕」キャンペーンについて

３ その他
キャンペーンサイト

はこちら👇
アルバイトの労働条件について、いま一度確認してみましょう︕

（キャンペーン期間︓令和８年４月１日から同年７月31日まで）
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「確かめよう労働条件︕」の特設サイト

３ その他

👆確かめよう労働条件！はこちら

厚生労働省の委託事業で運営する「確かめよう労働条件︕」のサイトから電子申請の支援ツールや
WEB診断など事業場が知って得する内容が多数掲載

クリックするとこちらのサイトで
様々な情報が掲載されています。
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労働基準局
広報キャラクター たしかめたん
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